
  

 

香川県広域水道企業団中讃ブロック統括センターが段階的に移転します 

【３月 22日(月)、丸亀市のお客さま窓口が先行移転します。】 

 

中讃ブロック統括センターは丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、琴平町、多度津町及びまんの

う町の水道事業を担当し、現在、ブロック統括センターを丸亀市役所内に設置し、その他の市町には

支所を設置し業務を行っています。 

このうち、丸亀市の水道事業を担当する中讃ブロック統括センター（丸亀市）を、３月 22日（月）、

丸亀市役所内から飯山市民総合センター内に先行移転し、新・中讃ブロック統括センターで業務をス

タートします。これに伴い丸亀市にお住いの方の水道に関するお問い合わせ先が変更となります。（下

記のとおり） 

また、丸亀市以外の市町（坂出市、善通寺市、宇多津町、琴平町、多度津町、まんのう町）の水道

業務は、当面、現在の支所で継続して実施しますが、令和３年８月頃、新・中讃ブロック統括センタ

ー（飯山市民総合センター内）に移転・統合し、中讃ブロック全域の業務を担当する新・中讃ブロッ

ク統括センターがオープンする予定です。 

 

連絡先（３月 22日(月)以降） 

丸亀市の

お客さま

窓口 

お客さまセンター 

水道の使用開始・中止変更の手続き・水道料金に

関すること・お支払方法の変更について 
TEL 0877-98-1107 

水道メーターの検針に関すること・料金のお支

払いについて 
TEL 0877-98-1109 

工務課 
水道のトラブル（水が出ない・濁る、道路での水

漏れ）について 
TEL 0877-98-1103 

 

 

  

中讃ブロック統括センター

（丸亀市を担当）

坂出支所

善通寺支所

宇多津支所

琴平支所

多度津支所

まんのう支所

新・中讃ブロック

統括センター

丸亀市飯山町川原

1114番地１

飯山市民総合センター内

令和３年８月頃
移転・統合

３月22日(月)
先行移転

令和３年３月 12日 
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